
第１４回西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 

新 市 建 設 計 画 策 定 小 委 員 会 

              日時：平成１５年１０月１０日（金）午後１時３０分 

              場所：丹原町文化会館 １階小ホール 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）審議事項 

  ① 新市建設計画（素案）について 

  ② 新市建設計画（素案）の追加修正について 

 

３ その他 

 

４ 閉会 

 

○出席委員 

石川 昭司 近藤 經美 北野 英昭 戸田 健一 

井上 豊實 茎田 元近 徳永 英光 佐伯 出 

森川 義彦 渡部 仁志   

 

○欠席委員 

久門 渡 玉井 泰三 

 

 

 

－1－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

         それでは、ただいまから西条市・東予市・丹原町・小松町合併協

議会新市建設計画策定小委員会の第１４回会議を開会いたします。 

         なお、本日の小委員会は、通常のように一般の方の傍聴、また行

政関係者等も同室しておりますので、ご了承いただきますようお願

い申し上げます。 

         会議の開催につきましては、規程第５条第２項によりまして、半

数以上の出席が必要ということでございますが、本日の参加委員数、

委員１２名中１０名でございますので、本日の会議が成立しており

ますことを、まずご報告申し上げます。 

         それでは、委員長、議事の方、よろしくお願いを申し上げます。 

 

  茎田議長   それでは、次第に沿って議事を進めてまいりますので、よろしく

お願いをいたします。 

         まず、前回の会議で継続審議となっておりました審議事項①「新

市建設計画（素案）について」を議題といたします。 

         事務局に説明を求めます。 

 

  渡部次長   議長。 

 

  茎田議長   事務局。 

 

  渡部次長   それでは、会議資料２ページをお開きいただいたらと思います。 

         継続審議となっております審議事項①「新市建設計画（素案）に 

－2－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  渡部次長  ついて」でありますが、修正点につきましては、２ページから６ペ

ージでお示ししておりますとおりであります。内容につきましては、

前回の小委員会でご説明いたしましたので、重ねての説明は省略さ

せていただきます。 

         なお、前回の修正分で、住民説明会等により加筆した部分につき

まして、追加して県への意見照会をし、今回、その結果のご報告を

することのご了解をいただいていたところでございます。そこで、

若干の修正がございました。修正点一覧表の２ページ、上から四つ

目の枠でございますが、ページ番号１５ページの小児救急体制のと

ころと資料の４ページで、上から二つ目の枠で、人材教育・活用の

充実のところで加筆しました部分の表現について指摘がございま

した。この２ヶ所につきましては、後ほど審議事項②、追加修正と

してご提案させていただいておりますので、ご了承いただいた上で

ご審議を賜りたいと思います。 

         よろしくお願いいたします。 

 

  茎田議長   ただいま事務局から説明のありました新市建設計画（素案）の修

正箇所について、どなたかご意見等ございませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  茎田議長   その他、特にないようでしたら、審議事項①の「新市建設計画（素

案）」につきましては、資料のとおりとさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

         特に異議もないようでございますので、審議事項①については、 

－3－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  茎田議長  資料のとおりといたします。 

         次に、審議事項②の「新市建設計画（素案）の追加修正について」

を議題といたします。 

         事務局より説明を求めます。 

 

  渡部次長   議長。 

 

  茎田議長   事務局。 

 

  渡部次長   恐れ入ります。会議資料の７ページをお開きください。 

         審議事項②につきまして、ご説明いたします。 

         先ほど審議事項①のところでご報告いたしました２点につきまし

て、県へ追加して行った意見照会の結果により修正するものです。 

         恐れ入ります。建設計画（素案）の１５ページをお開きいただい

たらと思います。 

         そこの下の枠のところでございますが、「医療の充実」のところ

を、「医療体制及び制度の充実」とすること。 

         続きまして、素案の２３ページをお願いいたします。 

         そこの中段のところでございますが、上へ引っ張って枠で囲って

おりますが、下線部の追加をし、「さらに、青少年の健全育成に向

けた施策の充実を図るとともに、施設の拡充整備に努めます。」と

するものでございます。 

         以上、２点の修正案をご提案します。 

         以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

－4－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  茎田議長   ただいま事務局より説明のありました「新市建設計画（素案）の

追加修正について」、どなたからでもご意見を求めますので、よろ

しくお願いします。 

         ございませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  茎田議長   その他、特にないようでしたら、審議事項②の新市建設計画（素

案）の追加修正につきましては、資料のとおりとさせていただきた

いので、よろしくお願いいたします。 

         特に異議もないようでございますので、審議事項②につきまして

は、資料のとおりとさせていただきます。 

         以上で、新市建設計画（素案）につきましては、委員の皆様方の

ご協力により、ひととおりの審議を終了いたしましたので、これを

当小委員会の成案として、次回の合併協議会へ報告したいと思いま

すが、いかがでございましょうか。 

 

                 （「異議なし」の声あり） 

 

  茎田議長   異議がないようでございますので、この案を持って合併協議会へ

報告することといたしたいと思います。 

         なお、この報告の方法についてですが、事務局の方から追加で提

案があるようですので、お願いいたします。 

         事務局。 

 

－5－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  渡部次長   恐れ入ります。追加の資料を配布させていただきます。 

 

                   （資 料 配 布） 

 

  渡部次長   議長。 

 

  茎田議長   事務局。 

 

  渡部次長   恐れ入りますが、ただいまお配りしました報告書（案）をご覧く

ださい。 

         ただいまお配りしました協議会への報告をいたします新市建設計

画策定小委員会報告書（案）についてご説明いたします。 

         内容につきましては、１、小委員会審議経過概要と２、小委員会

活動経過。３としまして、先ほどご確認いただきました新市建設計

画案を別冊で添付し、最後に、委員名簿をつけております。 

         それでは、経過概要につきまして朗読をさせていただきます。 

         １ 小委員会審議経過概要。 

          本小委員会は、平成１４年１０月７日に開催された第１回合併

協議会において新市建設計画の策定に関する事項を調査審議する

機関として設置され、これまでに計１４回の審議を重ねてきた。本

年２月には、２市２町の公共施設を初め、主要プロジェクト等を視

察するタウンウォッチングや、全世帯を対象とした住民意向調査の

結果等を踏まえ、できる限り住民の意向を反映することを念頭に、

新市将来構想を作成するとともに、同ダイジェスト版を作成し、２

市２町の住民へ新市のまちづくりのあり方を提示した。合併特例法 
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発言者 議題・発言内容 

  渡部次長  第５条に基づく新市建設計画の策定に当たっては、先の新市将来構

想をもとに、合併後１０年間を見通した着実な財政計画のもと、よ

り具体的な取り組みを整理するとともに、８月から９月にかけて各

市町で開催された住民説明会等における住民の意向を可能な限り

反映させたものとした。ここにその成果として、別紙のとおり、本

小委員会の活動経過を報告するとともに、新市建設計画（案）を提

出するものである。 

         なお、小委員会活動経過及び委員名簿につきましては、ご覧のと

おりでございます。 

         以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

 

  茎田議長   ただいま事務局から提案のありました、報告書（案）について、

何かご意見等がございましたら、お受けしたいと思います。ござい

ませんか。 

 

  北野委員   すみません。 

 

  茎田議長   北野委員。 

 

  北野委員   ちょっと事務局ミスプリ、私の理解が間違っているかもわかりま

せんが、１ページの経過報告、上から４行目、本年２月にはという

のが、少しこの文面から理解しかねるんですが、これでいいんです

かね。 

 

  茎田議長   事務局、説明求めます。 

－7－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  北野委員   本年２月には、いう出方が。 

 

  茎田議長   暫時休憩いたします。 

 

                    （休  憩） 

 

  茎田議長   再開します。事務局。 

 

  渡部次長   恐れ入ります。本文の４行目の段落が変わったところなんですが、

「本年２月には」のところを、「この間」、「本年２月には」を削

っていただいて、「この間」に訂正してください。「この間、２市

２町の公共施設を初め、主要プロジェクト等を視察するタウンウォ

ッチングや、全世帯を対象とした住民意向調査の結果等を踏まえ、

できる限り住民の意向を反映することを念頭に、」、次へ、ここへ

「本年２月には」と挿入をお願いしたいと思います。「本年２月に

は、新市将来構想を作成するとともに、」、以下は同じなんですけ

れども。以上のとおり訂正いたします。 

 

  茎田議長   ほかにございませんか。 

         井上委員。 

 

  井上委員   もう最後だと思うので、ちょっと教えていただきたいと思うんで

すが、当初お世話になったコンサルが、後期のこれにどこまでかか

わったのか、ここはちょっと説明しておいてください。そうじゃな

いと、聞かれたときにわからない。 

－8－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  茎田議長   事務局、説明願います。 

 

  渡部次長   前回にはコンサル来ておったんですけれども、この建設計画につ

きましては、昨年作成しました将来構想と同様に、建設計画につき

ましても、はい。 

 

  井上委員   これもやってくれたんですか。後期も、予算があったんだから。

それで、もうこれもコンサルかかわって一緒にやっていただいたん

ですね。 

 

  渡部次長   はい。 

         建設計画につきましても、確認された上は、将来構想と同じよう

にダイジェスト版を作成する予定にしております。その業務にもか

かわっていただくようにしております。 

 

  井上委員   わかりました。 

 

  茎田議長   ほかにございませんか。 

         特にないようでしたら、本小委員会の報告につきましては、資料

のとおりとさせていただき、次回合併協議会において、私の方から

報告させていただきたいと思います。 

 

  渡部次長   議長。 

 

  茎田議長   事務局。 

－9－ 



 

発言者 議題・発言内容 

  渡部次長   新市建設計画の提案でございますが、先ほど委員長さんからの報

告で次回の合併協議会で本報告が承認されましたら、追加案件とし

まして提案させていただく予定にしておりますので、ご了承いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

  茎田議長   事務局の説明でご了解いただけましたか。 

 

                  （「はい」の声あり） 

 

  茎田議長   ただいまの事務局の説明について、何かご意見等ございませんか。 

 

                  （「なし」の声あり） 

 

  茎田議長   特にないようでございますので、そのように進めさせていただき

たいと思います。 

         以上で、本日の議題はすべて終了いたしました。 

         委員の皆様のご協力に感謝申し上げまして、議長の職をおりさせ

ていただきます。 

         本当に長いことありがとうございました。 

 

  真鍋局長   本当に長い間どうもありがとうございました。 

         それでは、次第３の「その他」といたしまして、新市建設計画に

係る今後のスケジュールについてご報告をさせていただきます。 

         ただいま委員の皆様方にご審議いただきました案により、次回１

０月の合併協議会へご提案させていただきますが、新市建設計画が 
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発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長  最終的に作成されるためには、合併特例法第５条第３項の規定によ

り、県との協議が必要となります。 

         協議に入る時期につきましては、１０月に提案させていただき、

合併協議会において、県との協議にかかることについて一旦ご承認

いただければ、早速協議に入りたいと考えております。 

        県との協議の期間につきましては、約２ヶ月程度かかるのではない

かと言われておりますので、遅くとも来年の年明けには協議結果が

返ってくるものと思われます。 

         したがいまして、県から協議結果が返ってきた後の１月の合併協

議会におきまして、新市建設計画を最終的にご確認いただくという

ふうなことになると考えております。 

         また、当小委員会の解散時期につきましては、県との協議結果等

により、審議の必要が生じた場合を想定いたしまして、合併協議会

で最終確認されるまで存続させていただき、ご確認いただいた時点

で解散ということにさせていただきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

         なお、当初予定しておりました来月１１月以降の小委員会につき

ましては、以上により、開催しないこととさせていただきたいと存

じます。事情によりまして小委員会の開催が必要となる場合は、委

員長さんとご協議いたしまして、対応させていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

         この件について、何かご質問ございませんでしょうか。 

 

                  （「なし」の声あり） 
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－12－ 

発言者 議題・発言内容 

  真鍋局長   ありがとうございます。 

         それでは、これをもちまして、第１４回会議を終了させていただ

きたいと思います。 

         大変長い間、どうもありがとうございました。 

 

 

 


